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2021-2022 学資支援 102名に授与

6月4日（土曜日）10時～20時
6月5日（日曜日）10時～20時

会場：代々木公園イベント広場
JIFAブース：71番(原宿駅側入場口付近）

JIFAでは、ベトナムフェスティバル2022の開催
に協力し、会員企業様や友好団体と連携して、物
販・展示ブースを出店します。
オープンバス無料招待ツアー、プロのメイク実演、
天然石、プラセンタ美容ドリンク、手作り作品の
即売、あんしん保険のご紹介、ぷよぷよすくいな
ど楽しみ盛りだくさんです！
ブースへの多数のご来場をお待ちしております。

JIFAブース

JIFAは、2014年からベトナム・ハティン省と連
携して、経済的・家庭的に困難な生徒に高校卒業
まで、延べ約500人に学資支援を行っています。

2021-2022年度は、ベトナムのコロナ禍のため授
与が遅れていましたが、5月11日、各13郡から2名
ずつ推薦された困難な中学4年生26人を含む新規27

名と継続生徒、合計102名に、ようやく学資支援金
を手渡すことができました。現地のソンさん、ハ
ノイ事務所のアイン理事のご尽力によるものです。

学資支援金は、支援者の皆さまから寄せられた
１万円/人が原資となっています。しかし、今年は、
厳しい円安のため1万円が173万VDNにしかならず、
JIFAが補填して、約束の200万VDNを渡さざるを
得なくなりました。（次年度からは、授与金額を
その時点のレートで換算する了承を得ています）

今回はWEBを活用し、理事長、池田会長のほか、
支援者を代表して沖縄の大濱田美子･真三郎夫妻、
和田理事、学資支援OB留学生タオ
さんらがメッセージを伝え、生徒た
ちを日本から励ましました。
また、新規の27人全員がビデオで

支援者への感謝の言葉を寄せてくれ
ました。現在、ベトナム語で書かれ
た全員の感謝の手紙の翻訳を進めて
います。
日本語への翻訳を分担して引き受

けて頂ける方がいらっしゃいました
ら、ぜひお力添えください。
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事務所が下記へ移転しました
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一人でも多くの方に会員になっていただき活動へ参加下
さいますよう 皆様をお誘いください！

2022年度から初年度の年会費は月割りとなりました

※ 2020年度から法人、個人正会員、個人賛助会員の

会費が改定されました。

※ 支援金 学資支援(1口 10,000円）

ウクライナ支援（任意）

会費・支援金等は振込口座をご利用下さい

口座名：特定非営利活動法人日本国際親善協会

☆ゆうちょ銀行 支店名〇一八（ゼロイチハチ）

店番018 番号 9825376

☆三井住友銀行新宿通支店

店番 661 普通 7274362

入会金 年会費(一口)

法人会員 30,000円 30,000円

個人正会員 10,000円 10,000円

個人賛助会員 5,000円 5,000円

学生会員 500円 1,000円

NPO法人認定制度運用の改善に向けて
都審理員へ意見陳述 審査会審議に注目

JIFAは、認定NPOとなるための申請を東京都が不認
定としたことに対して、昨年6月14日、東京都に対し
て行政不服審査請求を行ったことは既報のとおりです。
当局の弁明書に対し数次にわたる反論書を提出する

とともに、情報開示の請求をおこなってきました。
東京都においては判断基準が不明確なまま、申請を

取下げの働きかけをする傾向がある（東京都の取下げ
率は41.9%と、東京都を除く道府県政令指定都市の平
均取下げ率15.5%を大きく上回る）ため、その判断基
準を明確に示させるための開示請求です。
残念なことに、各項目数行の黒塗りだらけの書類し

か開示されませんでした。判断基準が曖昧である証で
あるとして、黒塗り書類を審査員へ提出しました。
昨年12月17日には、代理人弁護士及び理事長が30

分間の意見陳述を行い、多くの理事が傍聴しました。
5月25日現在、審査庁の裁決はまだ出ていません。
本来、NPOの活動を積極的に促進するはずの法律の

運用を、法の趣旨に沿ったものに改善させるために、
多くのNPOや専門家とともに尽力する所存です。

ウクライナ大使館訪問（3月18日）

ロシアのウクライナ侵略の実態の
パネルが掲示され、多くの方から
花や千羽鶴が寄せられていました。

＊福田会(ふくでんかい)

は、大正9年（1920年）

にシベリアで孤児なっ
たポーランドの子ども
たち375名を受け入れる

などポーランドとの交
流を100年以上継続して

いる代表的国内支援団
体です。

セルギー・コルスンスキー駐日
ウクライナ大使からの感謝状

ウクライナ支援募金
～戦争を止め、ウクライナに一刻も
早く平和が戻ってきますように！～

JIFAに寄せられた支援金は、3月18日に駐日ウ
クライナ大使館及び駐日ポーランド共和国大使館
推薦の福田会＊へ義援金としてお届けしました。
駐日ウクライナ大使館（西麻布）には直接大使

館員へ届け、大使から感謝状（親愛なる友人
様！)をいただきました。駐日ポーランド共和国
大使館からは感謝の電話をいただきました。
引き続き、JIFAでは機会あるごとにウクライナ

支援募金を行っていきますので、ご協力ください。

ベトナム寺院 大恩寺に

辻画伯の Sun Flower を寄贈

在日ベトナム人の心の拠りどころとなり、困難な
若者を受け入れ、温かく支援する活動をつづけてい
るベトナム寺院大恩寺（本庄市）
昨年12月18日、支援者と数名の会員が大恩寺を

訪問し、辻 均(つじ・ひとし）画伯が描かれた、ひ
まわりの絵画“Sun Flower”を、JIFAから寄贈いた

しました。本堂の壁面に飾られていますので、ご訪
問、お参りの際にぜひご覧ください。

会員・寄付者・支援者 募集しています


